
 

船舶事故調査報告書 

令和元年１１月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成３１年１月１５日 １３時３０分ごろ 

発生場所 関門港響新港区 

 響新港東１号防波堤西灯台から真方位１６８°１.２海里付近 

 （概位 北緯３３°５６.１′ 東経１３０°４６.８′） 

事故の概要  押船第三隆
たか

丸は、バージ東栄
とうえい

を押航して東進中、第三隆丸が消波ブ

ロックに乗り揚げた。 

事故調査の経過 平成３１年４月１７日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 押船 第三隆丸、１９トン 

   ２７３－１１０１３福岡、日金建設株式会社 

Ｂ バージ 東栄、約２,４５５トン 

   なし、九船建設株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型 

 負傷者 なし 

損傷 Ａ プロペラ翼に欠損 

Ｂ なし 

気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北西、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ 

事故の経過  Ａ船は、船長ほか２人が乗り組み、船首部を空倉のＢ船の船尾部に

ロープで固定して押船列（以下「Ａ船押船列」という。）を構成し、

関門港響新港区の響灘水路を東進していた。 

船長は、右舷方に見える消波ブロック（以下「本件消波ブロック」

という。）周辺に波が立っていたので、約１５ｍの距離をとって航行

を続けていたところ、北西風の影響で圧流され本件消波ブロックに接

近する状況となり、Ａ船の船尾が本件消波ブロックに乗り揚げた。 

分析  Ａ船押船列は、東進中、風力４の北西風が吹く状況下、風下の本件

消波ブロックからの距離が十分にとられておらず、空倉のＢ船が風の

影響を受けて圧流されたことから、Ａ船の船尾部が本件消波ブロック

に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船押船列が東進中、風力４の北西風が吹く状況下、風

下の本件消波ブロックからの距離が十分にとられておらず、空倉のＢ

船が風の影響を受けて圧流されたため、Ａ船の船尾部が本件消波ブロ

ックに乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 



 

 ・風がある状況下でバージを押航する際は、圧流されることを考慮

し、風下の陸岸等から十分な距離をとって航行すること。 

 


